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白岡市こども医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

第１条 白岡市こども医療費支給に関する条例の一

部改正 

  （支給対象） 

 第３条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する者の

保護者は、医療費の支給対象としないものとす

る。 

  ⑴～⑸ 略 

  ⑹ 白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関

する条例（平成４年白岡町条例第２０号）に

基づき医療費の支給を現に受けている者 

  （支給の方法） 

 第５条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の

医療機関等が現物給付を実施する場合には、保

護者に代わってこども医療費を当該医療機関等

に支払うことができる。 

 ３ 略 

 ４ 市は、第２項の規定により埼玉県内の医療機

関等に支払う額の審査及び支払に関する事務を

社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県

国民健康保険団体連合会に委託することができ

る。 

 

第２条 白岡市重度心身障害者医療費支給に関する

条例の一部改正 

  （支給の方法） 

 第８条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の

医療機関等が現物給付を実施する場合には、受

給者に代わって一部負担金を当該医療機関等に

支払うことができる。 

 ３ 略 

 ４ 市は、第２項の規定により埼玉県内の医療機

関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事

務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼

玉県国民健康保険団体連合会に委託することが

第１条 白岡市こども医療費支給に関する条例の一

部改正 

  （支給対象） 

 第３条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する者の

保護者は、医療費の支給対象としないものとす

る。 

  ⑴～⑸ 略 

 

 

 

  （支給の方法） 

 第５条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市は、対象となる

こどもが市長の指定する医療機関等で医療を受

けた場合には、保護者に代わってこども医療費

を当該医療機関等に支払うことができる。 

 ３ 略 

 ４ 市は、第２項の規定により指定した医療機関

等に支払う額の審査及び支払に関する事務を社

会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国

民健康保険団体連合会に委託することができ

る。 

 

第２条 白岡市重度心身障害者医療費支給に関する

条例の一部改正 

  （支給の方法） 

 第８条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が市

長の指定する医療機関等で医療を受けた場合に

は、受給者に代わって一部負担金を当該医療機

関等に支払うことができる。 

 ３ 略 

 ４ 市は、第２項の規定により指定した医療機関

等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務

を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉

県国民健康保険団体連合会に委託することがで
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できる。 

 

第３条 白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関

する条例の一部を改正する条例 

（支給の範囲） 

 第６条 市長は、受給者証の交付を受けている者

（以下「受給者」という。）の一部負担金に相

当する額（以下「ひとり親家庭等医療費」とい

う。）を支給する。ただし、受給者の責（税の

未申告等）により過分の自己負担があるときは、

その額につきひとり親家庭等医療費の対象とし

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給の方法） 

 第７条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の

医療機関等が現物給付を実施する場合には、受

給者に代わってひとり親家庭等医療費を当該医

療機関等に支払うことができる。 

 ３ 略 

 ４ 市は、第２項の規定により埼玉県内の医療機

関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事

務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼

きる。 

 

第３条 白岡市ひとり親家庭等の医療費の支給に関

する条例の一部を改正する条例 

（支給の範囲） 

 第６条 市長は、受給者証の交付を受けている者

（以下「受給者」という。）の一部負担金から

次に規定する自己負担金を控除した額（以下「ひ

とり親家庭等医療費」という。）を支給する。

ただし、受給者の責（税の未申告等）により過

分の自己負担があるときは、その額につきひと

り親家庭等医療費の対象としない。 

  ⑴ 次号に規定するもの以外（外来）の場合は、

１つの医療機関等、１人ごとに同一月につき

１，０００円 

  ⑵ 入院の場合は、１つの医療機関等、１人ご

とに１日当たり１，２００円 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものか

らは、前項各号の自己負担金を控除しない。 

  ⑴ 対象者のうち児童を除く者について当該療

養のあった月の属する年度（当該療養があっ

た月が４月又は５月の場合にあっては、前年

度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による市町村民税が課されないと

き（所得の申告をしないことにより同税が課

されていない場合を除く。）又は市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税が免

除されている旨の申請があったときの当該対

象者に係る一部負担金 

 ⑵ 薬局における一部負担金 

 ⑶ 治療用装具の製作費に係る一部負担金 

 （支給の方法） 

 第７条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が市

長の指定する医療機関等で医療を受けた場合に

は、受給者に代わってひとり親家庭等医療費を

当該医療機関等に支払うことができる。 

 ３ 略 
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玉県国民健康保険団体連合会に委託することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


